
第
二
百
十
一
回

国

会

参
議
院
経
済
産
業
委
員
会
会
議
録
第
十
五
号

令
和
五
年
六
月
八
日（
木
曜
日
）

午
前
十
時
開
会

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

委
員
の
異
動

六
月
七
日辞

任

補
欠
選
任

越
智

俊
之
君

滝
波

宏
文
君

小
林

一
大
君

上
月

良
祐
君

水
野

素
子
君

森
本

真
治
君

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

委
員
長

吉
川

沙
織
君

理

事

青
山

繁
晴
君

石
井

正
弘
君

中
田

宏
君

田
島
麻
衣
子
君

石
井

章
君

委

員

太
田

房
江
君

片
山
さ
つ
き
君

北
村

経
夫
君

上
月

良
祐
君

滝
波

宏
文
君

長
峯

誠
君

松
村

祥
史
君

村
田

享
子
君

森
本

真
治
君

石
川

博
崇
君

里
見

隆
治
君

猪
瀬

直
樹
君

礒
を

哲
史
君

岩
渕

友
君

平
山
佐
知
子
君

国
務
大
臣

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔
君

副
大
臣

経
済
産
業
副
大
臣

太
田

房
江
君

大
臣
政
務
官経

済
産
業
大
臣
政

務
官

長
峯

誠
君

経
済
産
業
大
臣
政

務
官

里
見

隆
治
君

事
務
局
側

常
任
委
員
会
専
門

員

山
口

秀
樹
君

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

○
中
小
企
業
信
用
保
険
法
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央

金
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
内
閣
提
出
、
衆

議
院
送
付
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
委
員
長（
吉
川
沙
織
君
）
た
だ
い
ま
か
ら
経
済
産
業
委

員
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

委
員
の
異
動
に
つ
い
て
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

昨
日
ま
で
に
、
水
野
素
子
君
、
越
智
俊
之
君
及
び
小
林

一
大
君
が
委
員
を
辞
任
さ
れ
、
そ
の
補
欠
と
し
て
森
本
真

治
君
、
滝
波
宏
文
君
及
び
上
月
良
祐
君
が
選
任
さ
れ
ま
し

た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
委
員
長（
吉
川
沙
織
君
）
中
小
企
業
信
用
保
険
法
及
び

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

政
府
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
西
村
経
済

産
業
大
臣
。

○
国
務
大
臣（
西
村
康
稔
君
）
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

中
小
企
業
信
用
保
険
法
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央

金
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ

の
提
案
理
由
及
び
要
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

地
域
の
経
済
、
雇
用
を
支
え
る
中
小
企
業
が
コ
ロ
ナ
禍

を
乗
り
越
え
、
更
な
る
成
長
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る

環
境
を
整
備
す
る
た
め
に
は
、
中
小
企
業
に
対
す
る
金
融

機
能
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
平
時
の
金
融
機

能
の
強
化
と
し
て
、
円
滑
な
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
や
積
極
的
な

投
資
を
促
す
経
営
者
保
証
改
革
を
進
め
る
と
と
も
に
、
多

く
の
地
域
の
中
核
企
業
と
取
引
を
し
て
い
る
株
式
会
社
商

工
組
合
中
央
金
庫
に
よ
る
事
業
再
生
支
援
の
強
化
等
を
進

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

に
つ
い
て
は
、
そ
の
財
務
状
況
が
大
き
く
改
善
し
、
信
用

力
が
向
上
し
た
こ
と
に
よ
り
、
政
府
が
株
式
を
保
有
す
る

意
義
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
中
小
企
業
に
よ

る
中
小
企
業
の
た
め
の
金
融
機
関
と
し
て
の
位
置
付
け
を

よ
り
明
確
化
し
、
事
業
再
生
支
援
等
に
お
い
て
幅
広
く
柔

軟
な
支
援
を
可
能
と
す
る
こ
と
が
急
務
と
な
っ
て
い
ま

す
。
加
え
て
、
コ
ロ
ナ
禍
の
よ
う
な
危
機
時
の
資
金
繰
り

支
援
の
更
な
る
円
滑
化
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
本
法
律
案
を
提
出
し
た
次
第
で
あ

り
ま
す
。

次
に
、
本
法
律
案
の
要
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
一
部
改
正
で
す
。

第
一
に
、
経
営
者
保
証
に
依
存
し
な
い
融
資
慣
行
の
確

立
を
加
速
す
る
た
め
、
無
担
保
保
険
等
に
お
い
て
経
営
者

保
証
を
求
め
な
い
要
件
を
定
め
る
措
置
を
講
じ
ま
す
。

第
二
に
、
危
機
時
に
お
け
る
資
金
繰
り
支
援
の
更
な
る

円
滑
化
を
図
る
た
め
、
危
機
関
連
保
証
の
適
用
要
件
を
緩

和
し
ま
す
。

次
に
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
の
一
部
改
正

で
す
。

第
一
に
、
コ
ロ
ナ
禍
か
ら
の
地
域
経
済
の
再
生
等
に
当

た
り
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
事
業
再
生
等
の

ノ
ウ
ハ
ウ
を
広
く
活
用
す
る
た
め
、
そ
の
業
務
範
囲
の
制

約
等
を
見
直
す
た
め
の
措
置
を
講
じ
ま
す
。

第
二
に
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
と
地
域
金
融

機
関
の
連
携
を
強
化
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
ま
す
。

第
三
に
、
政
府
が
保
有
す
る
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央

金
庫
の
株
式
を
全
部
処
分
し
、
そ
の
議
決
権
株
式
の
株
主

資
格
の
有
資
格
者
か
ら
政
府
を
削
除
す
る
措
置
を
講
じ
ま

す
。第

四
に
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
中
小
企
業

の
た
め
の
金
融
機
関
と
い
う
性
格
を
維
持
す
る
た
め
、
議

決
権
株
式
の
株
主
資
格
の
制
限
や
特
別
準
備
金
の
制
度
は

存
置
し
ま
す
。

第
五
に
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
に
よ
る
危
機

対
応
業
務
の
的
確
な
実
施
を
担
保
す
る
た
め
、
政
府
が
保

有
す
る
同
社
の
株
式
を
全
部
処
分
し
た
後
も
、
同
社
に
危

機
対
応
業
務
の
実
施
を
義
務
付
け
る
措
置
を
講
じ
ま
す
。

第
六
に
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
完
全
民
営

化
に
つ
い
て
は
、
同
社
の
特
別
準
備
金
の
状
況
を
含
む
自

己
資
金
の
状
況
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
確
立
状
況
、
危
機

対
応
業
務
の
在
り
方
等
を
勘
案
し
、
改
め
て
そ
の
実
施
を

判
断
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
今
回
の
制
度
改
革
後
に
お
い
て
も
、
政
府

が
、
同
社
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
確
立
状
況
を
逐
次

チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

以
上
が
本
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
要
旨
で
あ
り

ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
長（
吉
川
沙
織
君
）
以
上
で
趣
旨
説
明
の
聴
取
は

終
わ
り
ま
し
た
。

本
案
に
対
す
る
質
疑
は
後
日
に
譲
る
こ
と
と
し
、
本
日

は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
前
十
時
四
分
散
会

─
─
─
─
・
─
─
─
─

六
月
七
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
及
び
株
式
会
社
商
工
組
合

中
央
金
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
第

九

部
）

一

第
九
部

経
済
産
業
委
員
会
会
議
録
第
十
五
号

令
和
五
年
六
月
八
日
【
参
議
院
】

（
三
一
三
）



二

第
九
部

経
済
産
業
委
員
会
会
議
録
第
十
五
号

令
和
五
年
六
月
八
日
【
参
議
院
】



三

第
九
部

経
済
産
業
委
員
会
会
議
録
第
十
五
号

令
和
五
年
六
月
八
日
【
参
議
院
】



四

第
九
部

経
済
産
業
委
員
会
会
議
録
第
十
五
号

令
和
五
年
六
月
八
日
【
参
議
院
】



五

第
九
部

経
済
産
業
委
員
会
会
議
録
第
十
五
号

令
和
五
年
六
月
八
日
【
参
議
院
】



六

第
九
部

経
済
産
業
委
員
会
会
議
録
第
十
五
号

令
和
五
年
六
月
八
日
【
参
議
院
】



七

第
九
部

経
済
産
業
委
員
会
会
議
録
第
十
五
号

令
和
五
年
六
月
八
日
【
参
議
院
】



八

第
九
部

経
済
産
業
委
員
会
会
議
録
第
十
五
号

令
和
五
年
六
月
八
日
【
参
議
院
】



九

第
九
部

経
済
産
業
委
員
会
会
議
録
第
十
五
号

令
和
五
年
六
月
八
日
【
参
議
院
】



一
〇

第
九
部

経
済
産
業
委
員
会
会
議
録
第
十
五
号

令
和
五
年
六
月
八
日
【
参
議
院
】



一
一

第
九
部

経
済
産
業
委
員
会
会
議
録
第
十
五
号

令
和
五
年
六
月
八
日
【
参
議
院
】



一
二

第
九
部

経
済
産
業
委
員
会
会
議
録
第
十
五
号

令
和
五
年
六
月
八
日
【
参
議
院
】



一
三

第
九
部

経
済
産
業
委
員
会
会
議
録
第
十
五
号

令
和
五
年
六
月
八
日
【
参
議
院
】

令
和
五
年
九
月
十
二
日
作
成

参
議
院
事
務
局

作
成
者

東
京
法
令
出
版
株
式
会
社


